
研究成果等の発表に際して注意していただきたいこと

NO発表しようとする研究成果に、
特許になりそうな発明がある

その発明の内容は、すでに
特許出願を済ませている

次回に期待しましょう

権利化を待ちましょう

NO Q1：発表が迫っているので、準備が間に合いません！
発表後でも特許の出願は可能ですか？

A1：出願自体は可能ですが、不特定の者（＝発表内容について秘密保持
義務を負わない者）に対して発表する場合、その発明は「公に知られた」
ものとなり新規性を失いますので、原則として出願しても特許を受けること
ができません。（特許法第29条第1項第1号）

Q2：発表を見たり聞いたりする人全員に、秘密保持を依頼できますか？

A2-1：全員から「秘密保持に同意する」旨の

署名を貰い、配布資料にも「発表内容につき
秘密保持の義務を負う」旨を明記することで、
その内容は「公に知られた」発明に該当しなく
なると解釈されます。

ただし、秘密保持について「善意の第三者」
（秘密保持義務を負わず、かつ秘密保持義務
があることも知らない者）に情報が流れた場
合は、「不特定の者」に知られたことになると
解釈され、出願しても特許を受けられなくなる
可能性があります。

日本は先願主義（＝同じ内容の発明ならば
最初に出願した者に特許を与えるという考え
方）を採用していますので、発表後は一刻も
早く出願することが大切です。

A2-2：特許法第30条（新規性喪失の例外規定）の適用

を受けて、発表から1年以内に出願しましょう。

ただし、予稿集を学会より先に頒布したり、インターネッ
トで発表したりした場合には、その時点から1年となりま
す。（刊行物公知：特許法第29条第1項第3号）

なお、発明者自らが発表した場合（発明者が複数いる
ならばそのうちの1名が発表した場合）は、

（1）出願と同時に、特許法第30条の適用を受ける旨を
記載した書面を提出する

（2）出願から30日以内に、特許法第30条の適用要件を
満たすことの証明書を提出する

という手続きが必要ですので、「いつ」「どのような場で」
発表したかを発明等届出書に記載してください。

第三者が勝手に発表してしまって公知になった場合は、
上記（1）（2）の手続きは必要ありません。

【注意点】

特許法第30条の規定は、あくまでも「その発表によっては新規性が失われなかったとして取り扱う」ものです

ので、第三者が同じ内容の発明を先に出願してしまった場合は、後願となり特許を受けることができません。
出願日を、公知になった日まで遡らせる効果ではありませんので、ご注意ください。

また、新規性喪失の例外規定を設けていない国や地域（例：ヨーロッパ）に出願することもできなくなります。

いずれにせよ、完全に保護されるためには、発表前の出願に優るものはありません。

問合せ先: 香川大学産学連携・知的財産センター 内線：1697（医学部からは、66-1697）


